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夕暮れの空が群青に染まるころ、

どこからか聞こえる「ドン」という

音。今年も花火の季節がやってき

ました。打ち上げ花火の歴史は江

戸時代まで遡り、隅田川花火大会

がその始まりという説もあるようで

す。一瞬で夜空に咲いて消える光

の芸術は、私たちの心にも小さな

感動を残してくれますね。花火の

種類も実に多彩で、丸く広がる「菊」

やしだれ柳のような「柳」、最近で

はハート型やキャラクターを模した

ものまで登場しています。暑さに疲

れた心も、夜風に吹かれながら見

上げる花火の美しさに癒されるは

ず。人々の笑顔や歓声もまた、夏

の夜に彩りを添える大切な風景の

ひとつです。花火を眺めに、少し

外へ出てみるのもいいですね！

夏を楽しむ

1. 今月はココをチェック！めがね税理士の厳選税務／MUKAI NEWS

2. むーマンの相続相談室

3. 今月の経営のヒント／税務セカンドオピニオン



厳選税務めがね税理士の

こんにちは。むかいアドバイザリーグループの福久です。さて、先日、毎年恒例の経営
方針発表会を開催いたしました。今年も、グループ全員で私たちの行動指針（クレド）
を読み合わせ、日頃の仕事の姿勢や考え方をあらためて見つめ直す時間となりました。
今回のテーマは「生産性の向上」。単に効率よく仕事をこなすという意味だけではなく、
本当に大切なことに集中し、より価値のあるサービスをお届けできるようにすることを目
指しています。また、勤続10年を迎えた仲間の表彰もあり、和やかであたたかい雰囲
気に包まれた会となりました。これからも引き続き所員一同頑張ってまいります！

TOPIC今月はココを
チェック！ インボイス制度に関するQ＆A①

※国税庁「インボイスの取扱いに関するご質問（令和7年6月10日更新）」より引用

MUKAI NEWS!

　国税庁から公表されている「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A（インボイス制度に
関するQ&A）」が令和7年6月に改訂されました。今月は当該改訂内容から特に参考になるQ&Aをご紹介します。

適格請求書の記載事項をインターネットで公表することの可否1
領収書に当社ホームページのURLを記載し、そのURL上に「適格請求書発行事業者の名称」
「登録番号」「適用税率」を表示しておき、受領者がいつでも確認できる状態にしています。
この方法で、適格請求書としての記載事項の要件を満たせますか？

領収書等にインターネット上のページに係るURLを表示しておき、当該
URLにアクセスすることで適格請求書の記載事項として不足する事項が
補完されるのであれば、相互の関連が明確であるものとして適格請求書
の記載事項を満たします。

ただし、領収書と領収書等とは関係なく、単に自社サイトに適格請求書の
記載事項の一部を掲載するだけでは相互の関連が明確とはいえません。

当該領収書等を受け取った事業者が仕入税額控除の適用を受けるため
には、ホームページの該当箇所を電磁的記録により保存（または書面に
整然とした形式及び明瞭な状態で印刷して保存）する必要があります。
ただし、ホームページの該当箇所を定められた保存期間中に随時確認で
きる状況にしているなど一定の要件を満たす場合は、必ずしも電磁的記
録をダウンロードせずとも、保存されているものとして取り扱います。

要件を満たすことは可能です。

適格請求書は「1つの書類」で全ての記載事項を満たす必要はありません。

質  問

回  答

インボイスの記載事項は
こちらをご覧ください

領収書

http://~~~~~~~~

XX年2月1日

ボールペン
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440
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0

ホームページ

領収書
（書面で交付） 

インボイス
XX年1月以降に当社の交付する適格請求書に係る
情報は以下のとおりです

【適格請求書発行事業者名】株式会社国税商事
【登録番号】T1234567890123
当社の販売する商品の適用税率は全て 10％です

トップ お知らせ インボイス 販売価格 お問い合わせ

☆ 経営方針発表会 ☆



相続手続き・相続税申告・遺言書作成・生前贈与・家族信託 ※無料相談は事前予約で夜間・土日祝日も対応可能です。

相続で困っている人たちを
助けるこころやさしいヒーロー。

むーマン回答者

MOOMAN SOZOKU SODAN

0120-779-155

WEBからも
ご予約可能

お悩み
解決！

相続の無料相談予約受付中！
お気軽に！

相続で困ったときはいつも
むーマンに助けてもらっている。

太郎さん相談者

テーマ：遺言書を書いた方も要チェック!“遺言執行者”のすすめ

遺言書を作ろうと思っているのですが、「遺言執行者」は必要ですか？家族に任せればいいかな

と思っているのですが…

なるほど…。家族の負担も減るし、自分の遺志もスムーズに実現できるということですね。

Question

むーマン

むーマン

太郎さん

太郎さん

遺言執行者は、遺言の内容を実現する役目を担う人のことです。財産の名義変更や預貯金の解
約、相続人への分配といった重要な手続きを進めます。ここで、遺言執行者が “いる場合” と “い
ない場合” で、相続手続きの流れが大きく変わるので、ご説明しますね。

遺言書に「遺言執行者」が指定されていれば、その人物が手続きを単独で進めることができます。
相続人の同意や印鑑を全員分そろえる必要がないため、相続人間の連絡が難しい場合や、意見
が食い違いそうな場合でも、比較的スムーズに遺言の内容を実現できます。特に「特定の人に
特定の財産を渡したい」という明確な意図がある遺言では、執行者の指定は極めて有効です。

遺言書に執行者の記載がない場合、相続人全員の合意がないと手続きが進みません。たとえば、
相続人以外への遺贈による不動産の名義変更や預金の払い戻しを行うには、相続人全員の署名
や実印、印鑑証明書が必要になります。相続人のうち誰か一人でも協力しない場合、手続きが
進まず、遺言の内容が実現できなくなってしまうリスクがあるのです。こうした場合には、家庭
裁判所に「遺言執行者の選任申立」を行うことが可能です。ただし、申立には手続きや時間、
費用がかかりますので、生前にご自身で信頼できる人を指定しておく方が手間もリスクも少なく
済みます。

そのとおりです。遺言執行者は、相続人の中から選ぶこともできますし、私たちのような専門家
に依頼することも可能です。相続人の負担を減らし、ご自身の想いを確実に実現するためにも、
遺言執行者の指定をぜひご検討いただくことをおすすめします。

すでに遺言書を作成されている方も、今一度ご自身の遺言書を見直してみてください。内容が
古くなっていたり、遺言執行者が指定されていないケースは意外と多くあります。遺言の “内容”
だけでなく、“実現する仕組み” が整っているかどうかが大切です。

比較的
スムーズに
実現！

生前に指定
しておくと
リスク減

むーマン
から一言！

遺言執行者の指定がある場合

遺言執行者の指定がない場合



　むかい税理士法人では、顧問税理士の判断以外に、
他の税理士の意見を求める「税金版セカンドオピニオン」
というサービスを行っております。さまざまな税務問題に
対し、豊富な解決実績をもとに、信頼性の高いご提案
をさせていただいております。ご興味がある方は、お気
軽にお問合せください！

相続や事業承継の
対策を打ちたい

株式や不動産の移動などの
資本政策について相談したい

経営改善について客観的な
アドバイスを受けたい

税理士が高齢又は担当が
税理士ではなく相談しにくい

代表者／税理士・行政書士　向 智大
代表者／税理士・司法書士・行政書士　向 貴子
〒920-0043 石川県金沢市長田2丁目24番33号
TEL.076-254-0301　 FAX.076-254-0302　Email.info@mukai-group.com
受付時間  9:00～18:00（平日・土日祝）

編集・発行

むかいアドバイザリーグループ
 http://www.mukai-group.com

石川金沢家族信託
サポートセンター
https://kanazawa-kazokushintaku.com

むかい相続サポートセンター

公式 LINE
相続に関する情報を定期配信しています

http://www.auberge-sanglier.com

わが事の思いで

 （引用「道をひらく」松下幸之助　PHP研究所）

MANAGEMENT TIPS

¥

SECOND OPINION

今月の経営のヒント

税務セカンドピニオン

税金版セカンドオピニオンのご相談例

　ひとくちに漫才、落語といっても、上手下手さまざまである。同じネタでも名人上手
がやれば、抱腹絶倒つきないおもしろみがあるけれども、下手な人がやれば面白くも
なければ、おかしくもなし。まして素人ならば時間の浪費。材料が同じなのに、どうし
てこんなにちがうのか。持ち味、適正、修練、熱意、真剣さ、研究心の違いが、天地の
差を生み出しているのかもしれない。国家の運営も会社の経営も、また商店の経営も
団体の運営も、すべてみな同じことが言えるであろう。他人事ではない。わが事であ
る。わが事の思いで、今一度、政治を吟味したい。経営を吟味したい。そして個人とし
て、また国民としてのわが身のあり方を静かにふりかえってみたい。


